
イ 既設設備が塩素消毒のみの場合においては、

原水中に、大腸菌、嫌気性芽胞菌、糞便性大腸

菌群、糞便性連鎖球菌、クリプトスポリジウム

若しくはジアルジアが検出されたことがあるこ

と又は取水施設の上流等に糞便処理施設（し尿

処理施設 下水の処理施設又は家畜糞尿の処理・、

貯留施設）が存在すること。

ウ 既設設備が緩速ろ過又は急速ろ過である場合

においては、イに加え、浄水の濁度を0.1度以下

に維持できない施設であること。

(4) 原子力発電所等核燃料を取扱う施設の周辺の水

道事業者が事故時等に放射線量の確認を行うため

の分析機器の整備事業

（注１）平成28年度までは、次に該当する簡易水道施

設を含む。

・ 特定簡易水道事業であって、平成21年度ま

でに他の水道事業と統合する簡易水道事業及

び平成21年度末又は補助採択のいずれか早い

方の時期までに市が策定し厚生労働省が承認

した簡易水道事業統合計画の対象となってい

る簡易水道事業に係る簡易水道施設

・ 特定簡易水道事業であって、平成23年度末

までに特定市町村が策定し、厚生労働省が承

認した簡易水道事業統合計画の対象となって

いる簡易水道事業

（注２）平成28年度までは、次に該当する飲料水供給

施設を含む。

・ 特定飲料水供給施設であって、平成21年度

までに他の水道事業に含まれることとなる飲

料水供給施設及び平成21年度末又は補助採択

のいずれか早い方の時期までに市が策定し厚

生労働省が承認した簡易水道事業統合計画の

対象となっている飲料水供給施設

・ 特定飲料水供給施設であって、平成23年度

末までに特定市町村が策定し、厚生労働省が

承認した簡易水道事業統合計画の対象となっ

ている飲料水供給施設

基幹改良 ２ 次の①から③のいずれかに該当する簡易水道施設 注． （

１）又は飲料水供給施設（注２）の基幹的施設につい

て行う改良事業であって、老朽化その他やむを得ない

事由により機能が低下した場合に行う(1)から(3)並び

に(4)のいずれかに該当するもの ただし (1)から(3)。 、

は増補改良に該当する事業を除く。

① 特定簡易水道事業に該当しない簡易水道事業

（ただし、下記(1)から(4)の事業においては特定

経営状況事業に該当するものに限る ）に係る簡。

易水道施設

② 特定飲料水供給施設に該当しない離島振興対策

実施地域における飲料水供給施設



③ 平成19年度以降に水道事業の統合により上水道

事業に含まれることとなった簡易水道施設及び離

島振興対策実施地域における飲料水供給施設のう

ち、他の水道施設から原則として200m以上の距離

を有し、当該上水道事業の資本単価が全上水道事

業の平均以上かつ当該施設の有収水量当たりの基

幹改良事業費用が平均以上であるもの。

（注１）平成28年度までは、次に該当する簡易水道施

設を含む。

・ 特定簡易水道事業であって、平成21年度ま

でに他の水道事業と統合する簡易水道事業及

び平成21年度末又は補助採択のいずれか早い

方の時期までに市が策定し厚生労働省が承認

した簡易水道事業統合計画の対象となってい

る簡易水道事業に係る簡易水道施設

・ 特定簡易水道事業であって、平成23年度末

までに特定市町村が策定し、厚生労働省が承

認した簡易水道事業統合計画の対象となって

いる簡易水道事業

（注２）平成28年度までは、次に該当する飲料水供給

施設を含む。

・ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条

に基づき指定された振興山村 半島振興法 昭、 （

和60年法律第63号）第2条に基づき指定され

た半島振興対策実施地域又は過疎地域自立促

進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条

に基づき定められた過疎地域における特定飲

料水供給施設であって、平成21年度までに他

の水道事業に含まれることとなる飲料水供給

施設及び平成21年度末若しくは補助採択のい

ずれか早い方の時期までに市町村が策定し厚

生労働省が承認した簡易水道事業統合計画の

対象となっている飲料水供給施設

・ 特定飲料水供給施設であって、平成23年度

末までに特定市町村が策定し、厚生労働省が

承認した簡易水道事業統合計画の対象となっ

ている飲料水供給施設

(1) しゅん工後原則として40年以上経過した構築物

を廃止して新設するもの。

(2) 設置後原則として10年以上経過した機械及び装

置（関連する構築物を含む ）を廃止して新設する。

もの。

(3) 布設後20年以上経過した管路を廃止して新設す

るもの。

ただし、各施設ごとの管路の延長又は全管路延

長の20％以上（財政力指数が0.30以下の市町村の

場合においては10%以上、特定市町村の場合におい

ては15％以上とし、また、鋳鉄管及びコンクリー

ト管の更新については、管路延長要件を適用しな



い ）の改良を行うものに限る。。

(4) しゅん工後20年以上経過した離島簡易水道のう

ち、海底送水管の布設替えを行う事業であって、

厚生労働大臣が必要と認めたもの。

水量拡張 ３ 次の①から③のいずれかに該当する簡易水道施設 注． （

１）又は飲料水供給施設（注２）の水量を拡張（拡張

しようとする計画給水量が従前の計画給水量の20％以

上である場合 ）する事業（当該事業を行うために必。

要となる基幹的施設の改良を行う事業（ただし、基幹

改良の対象となる施設整備に限る ）を含む ）。 。

① 特定簡易水道事業に該当しない簡易水道事業

（ただし、特定経営状況事業に該当するものに限

る ）に係る簡易水道施設。

② 特定飲料水供給施設に該当しない飲料水供給施

設

③ 平成19年度以降に水道事業の統合により上水道

事業に含まれることとなった簡易水道施設及び飲

料水供給施設のうち、他の水道施設から原則とし

て200m以上の距離を有し、当該上水道事業の資本

単価が全上水道事業の平均以上かつ当該施設の有

収水量当たりの水量拡張事業費用が平均以上であ

るもの。

（注１）平成28年度までは、次に該当する簡易水道施

設を含む。

・ 特定簡易水道事業であって、平成21年度ま

でに他の水道事業と統合する簡易水道事業及

び平成21年度末又は補助採択のいずれか早い

方の時期までに市が策定し厚生労働省が承認

した簡易水道事業統合計画の対象となってい

る簡易水道事業に係る簡易水道施設

（注２）平成28年度までは、次に該当する飲料水供給

施設を含む。

・ 特定飲料水供給施設であって、平成21年度

までに他の水道事業に含まれることとなる飲

料水供給施設及び平成21年度末又は補助採択

のいずれか早い方の時期までに市が策定し厚

生労働省が承認した簡易水道事業統合計画の

対象となっている飲料水供給施設

閉山炭鉱水道施設 石炭鉱業の整理等(鉱山の廃止、経営規模の縮小等） 上段の交付対象施設欄

に伴い当該石炭鉱業の施設等に係る鉱業経営者 以下 鉱 の１の(6)の次に次の1項（ 「

業経営者」という ）の設置した水道施設［ 社宅、鉱害 を加えて、当該欄を準用。 （

補償地区に給水するため設置した専用水道又は飲料水を する｡

供給する施設（以下「旧施設」という。)］又は鉱業経 (7)共同給水装置

営者が消滅し、あるいは旧施設が鉱業経営者の管理外に

なったため、市がかわって給水を行う場合において、当

該市が旧施設を改良又は更新する事業。



別表第２ 平成18年度以前から国庫補助を受けている事業について

１ 区 分 ２ 交付対象事業 ３ 交付対象施設

水道未普及 水道がまだ布設されていない地域について、市が策 １．次に定める施設及び

地域解消事 定し、厚生労働大臣が適当と認めた水道未普及地域解 当該施設設置のために

業 消計画に基づき施行される事業で、次のいずれかに該 必要な最小限の用地及

当するもの。 び補償費

(1) 井戸、集水埋きょ、

新設 １．簡易水道施設又は飲料水供給施設を新設する事業 貯水池、取水ポンプそ

（当該事業における飲料水供給施設の整備は､給水人 の他取水に必要な施設

口10人以上100人以下とする。ただし、厚生労働大臣 (2) 導水管、送水管、そ

が認める地下水等汚染地域（以下「地下水等汚染地 の他導送水に必要な施

域｣ という ）又は財政力指数0.30以下の市町村にあ 設。

っては、この限りでない 。 ただし、簡易水道施 (3) 浄水池、滅菌装置そ。）

設を新設する事業で、計画給水人口が現在人口の２ の他浄水に必要な施設

倍を超える場合にあってはその超える部分について (4) 配水池、配水管その

は補助対象事業とはしない。なお、独立行政法人都 他配水に必要な施設

市再生機構等が行う宅地開発若しくは宅地建設又は (5) 飲料水供給施設（簡

独立行政法人住宅金融支援機構等の宅造融資を受け 易水道再編推進事業に

た者が行う宅地開発等により急激に人口が増加する あっては、飲料水供給

場合には、この限りでない。 施設を布設し得る条件

を備えた未給水地区内

。） 、広域簡易 ２．簡易水道を布設し得る条件を備えたいくつかの地 を含む にあっては

水道 域の相互間の距離が、原則として200m以上（地下水 (1)から(4)までに掲げ

等汚染地域又は財政力指数0.30以下の市町村にあっ るもののほか､ 給水に

ては、この限りでない ）の連絡管で連絡した5,000 必要な施設であって屋。

人を超える給水人口を有する単一の水道施設を新設 外に新設する部分。た

する事業。 だし、次に掲げるもの

を除く。

飛地区域 ３．簡易水道又は飲料水供給施設を布設し得る条件を ア 給水栓

備えた地域(地下水等汚染地域又は財政力指数0.30以 イ 立上り管

下の市にあっては、この限りでない ）において、当 (6) 放射線量の確認を行。

該地域又はその周辺で水源の確保が困難なため、同 うための分析機器（シ

一行政区域内に存する水道事業から浄水を受けて行 ンチレーションサーベ

う水道のうち、水道事業の給水区域（飲料水供給施 イメータ）

設については現在給水されている区域）からの距離

が、原則として200m以上（地下水等汚染地域又は財 ２．１に掲げる施設には

政力指数0.30以下の市及び離島簡易水道にあっては 次の施設を含まないも、

この限りでない ）の連絡管で連絡して水道施設の整 のとする。。

備を行う事業（当該事業における飲料水供給施設の (1) 事務所及び倉庫（工

整備は､給水人口10人以上100人以下とする。 ただ 事施工のための仮事務

し、地下水汚染等地域又は財政力指数0.30以下の市 所及び仮設倉庫を除

。） 。） 、 、にあっては､この限りでない 。 く 並びに門 さく

へい、植樹その他当該

給水区域 ４．既認可給水区域であって、まだ水道が布設されて 簡易水道の維持管理に

内無水源 いない地区(給水人口101人以上5,000人以下)に対し､ 必要な施設

現在給水されている区域から原則として200m以上の (2) 給水装置

連絡管で連絡して水道施設の整備を行う事業。

区域拡張 ５ 簡易水道施設又は飲料水供給施設の区域の拡張 簡． （

易水道施設については計画給水人口10人以上、飲料

水供給施設については従前の計画給水人口の20％以



上とする。ただし、地下水等汚染地域又は財政力指

数0.30以下の市にあっては、この限りでない ）を行。

う事業（当該事業を行うために必要な基幹的施設の

改良を行う事業（ただし､生活基盤近代化事業の対象

となる施設整備に限る｡)を含む 。。）

ただし、過去において整備されたものを除く。

簡易水道再 統合簡易 １．統合簡易水道施設を整備する事業であって、次の

編推進事業 水道 (1)、(2)又は(3)に該当するもの。

ただし、整備する統合簡易水道施設が特定簡易水

道事業に該当する簡易水道事業の簡易水道施設とな

る場合には、平成22年度から平成28年度までの期間

については、平成21年度までに事業を統合又は簡易

水道事業統合計画を策定し、厚生労働省が承認した

場合のみ認めることとする。

(1) 市が策定する統合簡易水道施設整備計画に基づ

く､水道未普及地域解消事業（ただし､計画給水人

口50人未満は除く｡)及び生活基盤近代化事業の対

象となる施設整備並びに基幹的施設の新設事業。

(2) 統合簡易水道施設の給水区域内において、水源

が枯渇し、その周辺での水源の確保が著しく困難

な場合においては、当該水道事業以外の水道事業

（原則として200m以上の距離を有すること ）か。

ら浄水を受けて統合簡易水道施設整備事業を行う

ことが最も経済的、合理的であって厚生労働大臣

が必要と認めたもの。

(3) 経営の一元化、管理の一体化等を図る場合の遠

隔監視システムの整備を行う事業。

簡易水道 ２．簡易水道を統合整備する事業であって、次の(1)又

統合整備 は(2)に該当するもの。

事業 (1) 市町村が策定する「簡易水道統合整備計画」に

基づき、上水道施設と同一行政区域内に存在する

しゅん工後10年以上経過した簡易水道施設又は飲

料水供給施設との統合整備を行うために必要とな

る水道未普及地域解消事業（ただし､50人未満は

除く ）及び生活基盤近代化事業の対象となる施。

設整備並びに基幹的施設の新設事業。

(2) 経営の一元化、管理の一体化等を図る場合の遠

隔監視システムの整備を行う事業。

生活基盤近 増補改良 １．簡易水道施設又は飲料水供給施設の増補改良を行

代化事業 う事業であって、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に該当

するもの。

ただし、平成22年度から平成28年度までの期間に

ついては、特定簡易水道事業に該当する簡易水道事

業の簡易水道施設及び特定飲料水供給施設に該当す

る飲料水供給施設の場合には、平成21年度までに事

業を統合又は簡易水道事業統合計画を策定し、厚生

労働省が承認した場合のみ認めることとする。

(1) 水源の枯渇又は使用水量の増加に係るものであ

って、次の各号に該当するものであること。



ア 増補改良しようとする簡易水道施設又は飲料

水供給施設（しゅん工後10年以上経過したもの

に限り、以下「旧施設」という ）の計画水量。

が、水源の枯渇のため、当初の計画どおりには

得られなくなったもの又は給水区域内の人口の

増加、若しくは生活改善等に伴い使用水量が増

加したため、当初の計画水量では一般の需要に

応ずることができなくなったものであること｡

イ 旧施設における渇水期間中の1人1日当たりの

最大給水可能量が150ℓ以下であること。

(2) 旧施設の水質が「水質基準に関する省令｣(平成

15年厚生労働省令第101号)による水質基準に適合

しなくなり、飲用困難となったものであること｡

(3) クリプトスポリジウム等病原性原虫対策として

のろ過施設（次のア及びイ又はウのいずれかに該

当するものに限る 、紫外線処理施設の整備又。）

はろ過施設の整備に代替して開発する水源の整備

事業

ア 水源が表流水、伏流水、湧水又は浅井戸であ

ること。

イ 既設設備が塩素消毒のみの場合においては、

原水中に、大腸菌、嫌気性芽胞菌、糞便性大腸

菌群、糞便性連鎖球菌、クリプトスポリジウム

若しくはジアルジアが検出されたことがあるこ

と又は取水施設の上流等に糞便処理施設（し尿

処理施設、下水の処理施設又は家畜糞尿の処

理・貯留施設）が存在すること。

ウ 既設設備が緩速ろ過又は急速ろ過である場合

においては、イに加え、浄水の濁度を0.1度以

下に維持できない施設であること。

(4) 原子力発電所等核燃料を取り扱う施設の周辺の

水道事業者が事故時等に放射線量の確認を行うた

めの分析機器の整備であること。

基幹改良 ２．簡易水道施設（上水道の給水区域から原則として2

00ｍ未満の連絡管で連絡可能な施設において、上水

道事業との統合を伴わず実施する事業を除く。ただ

し、平成17年度以前に採択された事業はこの限りで

はない ）又は離島振興対策実施地域における飲料水。

供給施設の基幹的施設について行う改良事業であっ

て、老朽化その他やむを得ない事由により機能が低

下した場合に行う次の(1)、(2)若しくは(3)に掲げる

もの（１に掲げる事業を除く｡)であって、厚生労働

大臣が必要と認めたもの。

ただし、平成22年度から平成28年度までの期間に

ついては、特定簡易水道事業に該当する簡易水道事

業の簡易水道施設及び特定飲料水供給施設に該当す

る飲料水供給施設の場合には、平成21年度までに事

業を統合又は簡易水道事業統合計画を策定し、厚生

労働省が承認した場合のみ認めることとする。

(1) しゅん工後原則として40年以上経過した構築物

を廃止して新設するもの。



(2) 設置後原則として10年以上経過した機械及び装

置（関連する構築物を含む ）を廃止して新設す。

るもの。

(3) 布設後原則として20年以上経過した管路を廃止

して新設するもの。ただし、各施設ごとの管路の

延長又は全管路延長の20％以上の改良を行うもの

に限る。

(4) しゅん工後20年以上経過した離島簡易水道のう

ち、海底送水管の布設替を行う事業であって、厚

生労働大臣が必要と認めたもの。

水量拡張 ３．簡易水道又は飲料水供給施設の水量を拡張（拡張

しようとする計画給水量が従前の計画給水量の20%以

上である場合｡）する事業（当該事業を行うために必

要な基幹的施設の改良を行う事業（ただし、２に対

象となる施設整備に限る ）を含む 。。 。）

ただし、平成22年度から平成28年度までの期間に

ついては、特定簡易水道事業に該当する簡易水道事

業の簡易水道施設及び特定飲料水供給施設に該当す

る飲料水供給施設の場合には、平成21年度までに事

業を統合又は簡易水道事業統合計画を策定し、厚生

労働省が承認した場合のみ認めることとする。

また、過去において整備されたものを除く。

閉山炭鉱水道施設 石炭鉱業の整理等(鉱山の廃止、経営規模の縮小等） 上段の交付対象施設欄

に伴い当該石炭鉱業の施設等に係る鉱業経営者（以下 の１の(6)の次に次の1項

鉱業経営者 という の設置した水道施設 社宅 を加えて、当該欄を準用「 」 。） ［（ 、

鉱害補償地区に給水するため設置した専用水道又は飲 する｡

料水を供給する施設（以下「旧施設」という。)］又 (7)共同給水装置

は鉱業経営者が消滅し、あるいは旧施設が鉱業経営者

の管理外になったため、市がかわって給水を行う場合

において、当該市が旧施設を改良又は更新する事業。



別表第３ 事業計画の基準

簡 易 水 道 施 設 飲 料 水 供 給 施 設 閉 山 炭 鉱 水 道 施 設 離 島 簡 易 水 道 施 設

交付の対象となる簡易水道等は、政 交付の対象となる飲料水供 交付の対象となる閉山炭 簡易水道施設欄を準

令指定都市の経営しようとするものに 給施設は政令指定都市の経営 鉱水道施設整備事業の計画 用する。

限り、かつ事業計画が次の各号に掲げ しようとするものに限り、か は次の各号に掲げる基準に

る基準に該当するものに限るものとす つ、事業計画が次の各号に掲 該当するものに限るものと

る。ただし、厚生労働大臣が適当と認 げる基準に該当するものに限 する。

めた地方生活基盤整備水道事業計画に るものとする。

基づき施行される事業については、当

該計画を基準とする。

(1) 布設対象区域（以下「給水区域」 (1) 布設対象区域（以下「給 (1) 給水区域は、旧施設の

という。）は配水管布設計画のある 水区域」という。）は、配 給水範囲であること。た

地域であって、かつ、次のいずれか 水管布設計画のある地域で だし、旧施設の給水範囲

に該当する地区であること。 あって、かつ、次のいずれ 外であって近辺に新たな

ア 日常使用水に起因する疫病が多 かに該当する地区であるこ 給水を要する地区があり

発し、又は発生のおそれがある と。 これを合併施行すること

等、衛生状態の不良地区。 ア 「辺地に係る公共的施 が適当と認められるとき

イ 流水を日常使用水にしている地 設の総合整備のための財 は、あらかじめ厚生労働

区又は水質の不良な地区若しくは 政上の特別措置等に関す 大臣の承認を得て給水区

飲料水等の需給に著しく困却して る法律」（昭和37年法律 域とすることができるこ

いる地区。 第88号）に定める「辺 と。

ウ 生活改善その他の理由により簡 地」に該当する地区。 (2) 給水人口は、計画給水

易水道等の布設が必要と認められ イ 「辺地」に準ずる地区 区域の特殊性を勘案して

る地区。 （「辺地に係る公共的施 算定した人口を基準とし

(2) 給水区域は家屋のおおむね連たん 設の総合整備のための財 て定めたものとするこ

した地区にあっては、一つの区域と 政上の特別措置等に関す と。

して計画し、このような地区が二つ る法律施行令」（昭和37 (3) 給水量の基準は簡易水

以上散在する場合においては個々に 年政令第301号）第2条第1 道施設の基準を準用する

簡易水道を布設するよりも、これを 項に規定する辺地度数が9 ものとすること。

合併施行することが経済的であると 0点以上である地区。） (4) 共同給水装置は旧施設

認められるときは、合併して計画す ウ 日常使用水に起因する の給水範囲内に設置する

ること。 疾病が多発し、又は発生 場合に限るものとし、給

(3) 簡易水道等にあっては、次の方式 のおそれがある衛生状態 水人口を基準とする場合

により算定した普及率が原則として の不良地区。 においては、25人に１個

100％であること。ただし、区域の エ 流水、天水を日常使用 であり、給水戸数を基

主として飲料水取得の状況から、10 水としている地区又は水 準とする場合においては

0％普及が困難な場合は9O％を限度 質不良地区若しくは飲料 ５戸に１個の割合である

として下げることができる。 水需給に著しく困却して こと。

ア 普及率は計画年次（計画時点か いる地区。 (5) 閉山炭鉱水道施設を廃

ら10年後）における給水区域内の (2) 家屋のおおむね連たんし 棄して水道施設を新設す

推定常住人口で計画年次の実給水 た地区は一つの給水区域と る場合は、次の各号に該

見込人口を除して算定すること。 して計画し分割しないこ 当する場合に限るものと

イ 人口の推定には過去少なくとも と。 すること。

10年以上の実績（異常増減を除 (3) 給水人口は当該年度の４ ア 閉山炭鉱水道施設の

く。）及び計画給水区域の特殊性 月１日における給水区域内 老朽が甚だしく、これ

を勘案すること。 の現在人口とすること。 を改良することが不効

(4) 給水量は、次の付表の「基準」に (4) 給水量の基準は簡易水道 率とみなされるもの。

よるものとすること。ただし、次の 施設の基準を準用するもの イ 閉山炭鉱水道施設の

場合にはそれぞれ次に掲げる水量 とすること。 資材、施行等が水道法

（付表の加算水量）を加算すること 第５条（施設基準）に

ができる。 規定する基準に比して

ア 一般の加算水量 著しく低位なるもの。

当該簡易水道の給水区域内の人 ウ 閉山炭鉱水道施設の

口密度が高く、生活水準が高い等 老朽化と併せて施設台



のため特に多量の水を使用する要 帳、図面等の不備又は

因がある場合。 欠除等のため、あるい

イ 学校、病院等の加算水量 は閉山炭鉱水道施設を

当該簡易水道の給水区域内に学 保持することが経営面

校、旅館、官公署、病院その他の からみて著しく不効率

施設があり、これらの施設におい とみなされるもの。

て特に多量の水を使用する場合。

ウ その他

厚生労働大臣が適当と認める加

算水量

（付 表）

① 簡易水道等施設（地方生活基盤整備水道事業を除く。）

給 水 量 の 基 準

１人１日平均給水量 １人１日最大給水量 １日平均給水量及び１日最

大給水量

一 般 200 250 200 ×給水人口ç ç ç

250 ×給水人口ç

加 算 水 量

一 般 40 50 同 上

学 校 50 100 〃

旅 館 200 300 〃

官 公 署 80 120 〃

病 院 300 450 〃

そ の 他 厚生労働大臣が適当と認める水量

② 地方生活基盤整備水道事業

給 水 量 の 基 準

１人１日平均給水量 １人１日最大給水量 １日平均給水量及び１日最

大給水量

一 般 250 315 250 ×給水人口ç ç ç

315 ×給水人口ç

加 算 水 量

一 般 50 60 同 上

学 校 60 125 〃

旅 館 250 375 〃

官 公 署 100 150 〃

病 院 375 560 〃

そ の 他 厚生労働大臣が適当と認める水量



別表第４

区 分 交 付 率 備 考

水道未普及地域解消 簡易水道施設 １．財政力指数が0.30を超える市にあ １．財政力指数とは、地方交付税法

事業 っては1/4 （昭和25年法律第211号）第14条

ただし､ の規定により算定した基準財政収

簡易水道再編推進事 (1) 単位管延長が20ﾒｰﾄﾙ以上である 入額を同法第11条の規定により算

業 ものについては4/10 定した基準財政需要額で、当該年

(2) 単位管延長が6ﾒｰﾄﾙ以上20ﾒｰﾄﾙ 度前３年度内の各年度に係るもの

生活基盤近代化事業 未満であるものについては1/3 を合算したものの３分の１の数値

(3) 渇水対策として行う海水淡水化 をいう。

施設整備に係る事業で単位管延長 ２．単位管延長とは、導水、送水、

が1ﾒｰﾄﾙ以上であるものについて 配水管路の総延長を計画給水人口

は4/10 で除して得た数値をいう。但し、

２．財政力指数が0.30以下の市にあっ 渇水対策として行う海水淡水化施

ては1/3 設整備事業における計画給水人口

ただし､ は、海水淡水化施設の整備により

(1) 単位管延長が7ﾒｰﾄﾙ以上である 給水が可能となる人口とする。

ものについては4/10 ３．水源地域対策特別事業とは、水

(2) 渇水対策として行う海水淡水化 源地域対策特別措置法（昭和48年

施設整備に係る事業で単位管延長 法律第118号）第9条第1項に基づ

が1ﾒｰﾄﾙ以上であるものについて く指定ダムに係る水源地域整備計

は4/10 画に位置付けられた事業をいう。

３．１及び２にかかわらず、水源地域

対策特別事業については4/10

４．１、２及び３にかかわらず、放射

線量分析機器については1/4

５．１、２、３及び４にかかわらず、

離島簡易水道については1/2

飲料水供給施設 4/10

（ 、 ）ただし 離島簡易水道については1/2

閉山炭鉱水道施設整 閉山炭鉱水道施設 1/3

備



別表第５

(1) 直営施工の場合

1 費目 ２種目 3 細分 4 算 定 方 法 5 説 明

工事費 本工事 材料費 材料費 １ 「本工事費」とは、次の額の合

費 別に定める主要資材単価表を標 計額をいう。

準とすること。 (1) 当該施設の工事の施工に直

接必要な材料費、労務費、そ

の他当該工事を施工するに直

接必要とする経費（特許権使

用料、水道・光熱・電力料）

の合計額

労務費 労務費 (2) 当該施設の工事の施工に間

別に定める職種別賃金日額表及 接的に必要な経費（運搬費、

び工事設計歩掛表の標準単価を標 準備費、仮設費、安全費、役

準とすること。 務費、環境対策費）の合計額

、保険料 保険料 (3) 補助事業者が直接支弁する

補助事業者が直接支弁する、当 当該本工事費から賃金の支弁

該本工事費から賃金の支弁される される労務者に係る労働者災

労務者に係る労務者保険料であっ 害補償保険料、失業保険料、

て、関係各法令に定められた額の 厚生年金保険料、健康保険料

合計額とする。 及び建設業退職金共済組合掛

金等の関係各法令に定められ

た額の合計額

その他 その他の諸費

の諸費 材料費、労務費及び保険料以外

の経費で本工事に要する諸掛りの

費用（特許権使用料、水道・光熱

・電力料、運搬費、準備費、仮設

、 、 、 ）費 安全費 役務費 環境対策費

の適正な実支出額とする。

附帯工 附帯工事費 ２ 「附帯工事費」とは、当該施設

事費 本工事費の算定方法に準じて算 の工事施工に伴い必要不可欠な附

定する。 帯工事に要する費用をいう。

用地費 用地取 用地費及び補償費 ３ 「用地取得費 「用地使用費」」

及び補 得費 適正な実支出額とする。 とは、工事の施工に必要な最小限

償費 用地使 度の用地を取得又は賃借に要する

用費 費用をいう 「補償費」とは、工。

補償費 事を施工するため取得し、又は賃

借した土地に既存する建物、立木

その他の物件の除去移転等に伴う

損失の補償に要する費用及び水利

費用、隧道掘削等に伴う漁業、農

業 その他の補償に要する費用 補、 （



償金に代え直接施工する補償工事

に要する費用を含む ）をいう。。

調査費 調査費 ４ 「調査費」とは、当該施設、管

適正な実支出額（用地費及び補 路等の設計及びそれに必要な地形

償費、工事雑費、事務費等に計上 測量、地質調査、土質調査、水質

すべき費用を除く ）とする｡ 試験、水文調査、管路更新調査並。

びに工事を実施するために必要な

測量試験等に要する費用をいう。

機械器 機械器具費 ５ 「機械器具費」とは、工事を直

具費 適正な実支出額とする。 営で施工する場合に、工事の施工

に直接必要な機械器具、車両（乗

用車を除く 、船舶等の購入費、。）

、 （ 。）借料 運搬費 船舶保険料を含む

並びに据付、撤去、及び修理、製

作に要する費用をいう。

営繕費 営繕費 ６ 「営繕費」とは、工事を直営で

当該直営施工に係る工事費（営 施工する場合に必要な現場事務

繕費及び工事雑費を除く。以下こ 所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の

の項において 工事費 という 新築（購入を含む 、改築、移「 」 。） 。）

に次の各号に定める率を乗じて得 転、修繕に要する費用及び借料並

た額の範囲内とする。 びにこれらの建物に係る敷地の買

なお、第２号から第４号までの 収費及び借料をいう。

場合において、それぞれ算出され

る額が、それぞれの号の前号にお

いて算出される額の最高額に満た

ないときは、当該最高額の範囲内

において増額することができる。

(1) 工事費が1,000万円以下の

場合 1,000分の50

(2) 工事費が1,000万円をこえ

3,000万円以下の場合

1,000分の40

(3) 工事費が3,000万円をこえ

10,000万円以下の場合

1,000分の30

(4) 工事費が10,000万円をこ

える場合 1,000分の20

工事雑 工事雑費 ７ 「工事雑費」とは、補助事業者

費 直営施工に係る工事費（工事雑 が当該施設の工事等の施工に附随

費を除く ）に1,000分の40を乗 して要する費用であって、職員旅。

じて得た額の範囲とする。 費、消耗品費、備品費、通信運搬

費、印刷製本費、監督料等の人件

費及び物件費をいう。

ただし、この事務費には委員会

費、協議会費等の間接的に必要と


